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（
質
問
の 

七
） 

答

弁

第

七

号 

   

衆
議
院
議
員
横
山
利
秋
君
提
出
貸
金
業
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
八
〇
第
七
号 

昭
和
五
十
二
年
三
月
十
一
日 

衆

議

院

議

長 
保 

 

利 
 
 

茂 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

福 

田 

赳 
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一 

 



一
に
つ
い
て 

     
貸
金
業
者
等
に
よ
る
悪
質
な
高
金
利
事
犯
等
が
多
発
す
る
傾
向
に
あ
る
の
で
、
警
察
に
お
い
て
鋭
意
取
締
り

を
行
つ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
も
厳
正
に
取
り
締
ま
つ
て
い
く
方
針
で
あ
る
。 

ま
た
、
過
去
三
年
間
の
庶
民
金
融
に
関
連
す
る
出
資
の
受
入
、
預
り
金
及
び
金
利
等
の
取
締
等
に
関
す
る
法

律
（
以
下
「
出
資
等
取
締
法
」
と
い
う
。
）
違
反
の
取
締
状
況
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

衆
議
院
議
員
横
山
利
秋
君
提
出
貸
金
業
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

三 

 



三
に
つ
い
て 

二
に
つ
い
て 

   
高
金
利
事
犯
に
つ
い
て
は
、
出
資
等
取
締
法
に
定
め
る
罰
則
（
第
五
条
第
一
項
、
第
一
一
条
第
一
項
第
二
号
、

第
一
三
条
）
を
適
用
し
、
悪
質
事
犯
に
つ
い
て
は
公
判
請
求
す
る
な
ど
厳
正
な
態
度
で
臨
ん
で
い
る
。 

参
考 

同
法
第
五
条
違
反
で
起
訴
し
た
人
員
は
、
昭
和
五
十
年
に
お
い
て
は
五
百
七
十
七
名
（
う
ち
公
判

請
求
一
四
〇
名
）
、
昭
和
五
十
一
年
に
お
い
て
は
六
百
七
十
六
名
（
う
ち
公
判
請
求
一
五
九
名
）
で
あ

る
。 

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
金
融
の
利
用
者
の
増
加
と
と
も
に
、
悪
質
な
貸
金
業
者
に
よ
る
各
種
の
問
題
が
生
じ
て
お 

四 

 



四
及
び
五
に
つ
い
て 

貸
金
業
に
関
す
る
許
可
制
な
い
し
事
前
届
出
制
の
導
入
又
は
こ
れ
に
対
す
る
指
導
・
監
督
の
強
化
等
に
つ
い

て
は
、
政
府
と
し
て
は
、
利
用
者
の
保
護
、
庶
民
金
融
の
在
り
方
、
犯
罪
の
防
止
等
の
社
会
秩
序
維
持
の
見
地

か
ら
、
高
金
利
の
処
罰
の
問
題
、
取
締
り
上
の
問
題
、
行
政
上
の
処
理
能
力
の
問
題
等
を
勘
案
し
つ
つ
総
合
的

に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

り
、
現
行
法
令
に
よ
る
取
締
り
と
併
行
し
て
、
今
後
貸
金
業
者
に
つ
い
て
は
貸
付
条
件
の
事
前
開
示
等
の
検
討

を
行
う
と
と
も
に
、
消
費
者
に
つ
い
て
は
被
害
事
例
の
紹
介
等
に
よ
る
消
費
者
啓
発
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
と

考
え
て
い
る
。 

な
お
、
貸
金
業
者
の
自
主
規
制
の
助
長
に
関
す
る
法
律
は
、
貸
金
業
者
の
自
主
的
な
努
力
と
協
調
に
よ
つ
て

貸
金
業
の
健
全
化
を
図
る
こ
と
を
主
眼
と
し
て
お
り
、
行
政
的
指
導
は
こ
れ
を
補
強
す
る
観
点
か
ら
な
さ
れ
る

べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
今
後
と
も
こ
の
趣
旨
を
生
か
す
方
向
で
配
意
し
て
ま
い
り
た
い
。 

五 

 



 

六 
六
に
つ
い
て 

御
指
摘
の
と
お
り
本
件
問
題
は
重
要
か
つ
広
範
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
、
所
管
官
庁
も
多
岐
に
わ
た
つ
て

い
る
の
で
、
今
後
関
係
各
省
庁
間
に
お
い
て
御
提
案
の
よ
う
な
協
議
・
連
絡
の
場
を
設
け
、
行
政
指
導
の
在
り

方
及
び
法
改
正
の
可
否
の
検
討
を
含
め
、
本
問
題
の
検
討
を
行
つ
て
い
く
所
存
で
あ
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




